
 

 

  

収容能力２０台以

上の駐車場は、環

境課へ届出が必要

となります。 

指定作業場

の手引き 

駐車場編 

※この手引きは、北区内に駐車場を設置され
る方を対象に作成しています。 

東京都北区生活環境部環境課環境規制調査係 
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事業計画 
※収容台数を 
ご確認下さい。 

■ 環境確保条例に基づく自動車駐車場の取扱い                      

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「条例」という）において、自動車

等の収容能力が 20 台以上（※バイクも含みます）の駐車場は「指定作業場」と定められて

います。（条例第２条別表第 2） 

■ 設置(変更)届出の手続きについて                  

指定作業場（駐車場）を設置または変更しようとするときは、事前に指定作業場設置（変更）

届出書を提出して下さい。（条例第 89 条、第 90 条） 

（１） 手続きの流れ  

 

 

 

 

（２） 届出の期限（条例第 92 条） 

工事着工日の 30 日前までに提出して下さい。 

 

（３） 設置（変更）届出に必要な書類    

① 設置（変更）届出書 その 1・その 2・別紙２（規則第 41 条 第 16 号様式） 

→手引き P3～P5 の記入例を参考に作成して下さい。 

② 案内図 

→駐車場の位置及び駐車場の敷地境界から周囲 50ｍの位置にラインを引いて下さ

い。 

→敷地境界から周囲５０ｍの区域内にある学校・保育所・病院・診療所・図書館・

特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園には色をつけて下さい。 

③ 求積図 

→ない場合は、敷地面積がわかる図面を添付して下さい。 

④ 配置図・平面図 

→隣接道路の状況・幅員、隣地との境界（塀の高さ・種類等）や敷地内での以下の

配置がわかるものを添付して下さい。 

・駐車場内の車路や駐車スペース 

・アイドリングストップの掲示板の位置 

【機械式駐車場の場合】 

・設置する場所がわかる図面 

・機械式駐車場のカタログ 

⑤ その他 

→必要に応じて、騒音測定の資料等をお願いすることがあります。 

 

環境課へ 
ご連絡 
下さい。 

書類の 
作成 

届出 
※工事着工日の
30 日前まで 

工事 
着工・ 
完成 

現地の 
確認 

操業 
開始 
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（４） 届出の注意点 

届出書は正副２部作成して下さい。 

■ その他の必要な届出について                  

■ 指定作業場に該当する自動車駐車場にかかる規制                    

（１）規制基準の遵守等（条例第 68 条） 

指定作業場の設置者は、作業場から発生する騒音、振動、悪臭等について規制基準を遵守す

る必要があります。 

（２）アイドリングの禁止・掲示板の設置等（条例第 52 条、第 54 条、規則第 20 条） 

収容能力が 20 台以上の駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場を利用する者に対して、

看板の掲示などによりアイドリングストップの周知をする義務があります。 

種類 内容 様式 届出期限 

指定作業場 

変更届出 

(規則第 41 条) 

・既に設置されている施設の構造や配置等を変更し 

たとき 

(例)・駐車場の収容台数を増やしたとき 

  ・駐車場の配置・設備等を変更したとき 

（平置き→機械式に変更等） 

第 16 号

様式 

工事着工日の

30 日前まで 

氏名等 

変更届出 

(規則第 38 条) 

・法人名、代表者、主たる事務所の所在地を変更し

たとき（法人） 

・設置者の氏名、住所を変更したとき（個人） 

・所在地の住居表示が変更されたとき 

第 13 号

様式 

変更した日か

ら 30 日以内 

廃止届出 

(規則第 39 条) 

・駐車場を廃止したとき 

・収容台数が 20 台未満に減少したとき 

※土壌汚染調査が必要な場合があります。 

廃止の際は、あらかじめ環境課へご連絡下さい。 

（条例第 116 条） 

第 14 号

様式 

廃止した日か

ら 30 日以内 

承継届 

(規則第 40 条) 

・駐車場を譲り受け、借り受け、相続、合併等によ

り設置する者の地位を継承したとき 

※承継届には、承継の事実を証明する書類を添付し

て下さい。（規則第 40 条) 

第 15 号 

様式 

承継した日か 

ら 30 日以内 
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■ 記入例①                                                                     
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■ 記入要領①                                

① 設置・変更  該当しないものに二重線を引く。 

② 届出年月日  提出日を記入する。 

③ 届出先    「東京都北区長」と記入する。 

④ 届出者の住所・氏名 

 (法人の場合) 本社所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名 

 (個人の場合) 届出者の住所、氏名 

⑤ 条例第 89 条・第 90 条  該当しないものに二重線を引く。(89 条→設置、90 条→変更) 

⑥ 既設置番号等 変更届の際に記入する。 

設置番号・年月日 設置届の際の設置番号、届出年月日を記入する。 

            ※不明な場合は環境課までお問い合わせ下さい。 

    変更事由 該当するものを〇で囲む。 

⑦ 指定作業場の名称 駐車場の名称を記入する。 

⑧ 指定作業場の所在地 住居表示で記入する。 

          ※新築等で住居表示が定まっていない場合は、地番で申請し、住居表 

示を取得後に環境課へ氏名等変更届出書を提出して下さい。 

⑨ 指定作業場の種類 「自動車駐車場」と記入する。 

⑩ 地域等 用途地域を記入する。 

⑪ 水域 「荒川水域」と記入する。 

⑫ 自動車の出入口が接する道路の幅員 自動車の出入口と接している道路の幅員を記入する。 

⑬ 50 メートル以内の学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型

認定こども園の所在位置 

案内図を添付する。 

→駐車場の位置及び駐車場の敷地境界から周囲 50ｍの位置にラインを引いて下さい。 

→敷地境界から周囲５０ｍの区域内にある学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老 

人ホーム・幼保連携型認定こども園には色をつけて下さい。 

⑭ 作業時間 作業時間(車の出入りが可能な時間帯)を記入する。 

⑮ 工事着工予定、工事完成予定 それぞれの予定年月日を記入する。 

⑯ 従業員数(常用雇用者数) 駐車場で働く従業員がいる場合に記入する。 

⑰ 連絡先 北区と届出についての連絡窓口となる部署、担当者の連絡先を記入する。 
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■ 記入例 ②                                       
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■ 記入要領②                                

① 敷地・建物の状況 

建物・施設の配置 本手引き P.1 の「(3)設置（変更）届出に必要な書類 ④配置図・平面図」 

を参照。図面を添付し、別紙番号を記入する。 

    敷地面積 敷地面積を記入する。求積図を添付し、別紙番号を記入する。 

    作業場の棟別構造・面積 平置き、機械式、バイク置き場に分け記入する。 

                作業場面積は車路及び駐車スペースを合計した面積を記入する。 

② 主たる施設の能力等  

種類 平置き、機械式、バイク置き場に分け記入する。  

 構造・使用の方法 機械式駐車場の場合は、機械のカタログを添付し、別紙番号を記入する。 

③ 事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質 駐車場で取り扱う物質がある場合には記入する。 

④ 作業の方法 駐車場での一連の流れを記入する。 

⑤ 公害防止の方法 アイドリングストップの対策方法について記入する。 

■ 記入例 ③                      

 

 

  
③ 

④

② 

⑤ 

① 

■ 記入要領 ③      

①自動車駐車場を丸で囲む。 

②収容台数を記入する。 

③自動車の分類は以下の表を参考に記

入する。バイクは分けて記入する。 

 
④通常は 1 日 1 回の出入があると考え

て、収容台数×2 の台数を記入する。 

※例)収容台数 20 台の駐車場→40 台

と記入する。 

⑤図面を添付し、別紙番号を記入する。 

区分 車両区分の内訳 主なイメージ

・車両総重量8t超又は最大積載量5t超

　の普通自動車

・乗車定員30人以上の普通自動車

・上記の車両と同等の大きさを有する

　特種用途自動車

・大型特殊自動車
・ロードローラー
・自走式

　　クレーン車

・車両総重量8t以下であり、
　最大積載量2t以上5t以下の普通自動車

・乗車定員11人以上30人未満の
　普通自動車(乗用車を除く)

・上記の車両と同等の大きさを有する

　特種用途自動車

・乗用車(普通･小型･軽･原付四輪)

・大型車区分、中型車区分に

　該当しない貨物自動車(普通･小型･軽)

・上記の車両と同等の大きさを有する

　特種用途自動車

・小型二輪車

・軽二輪車

・第二種原動機付自転車

・第一種原動機付自転車 ・原動機付自転車

・小型特殊自動車
・耕運機
・フォークリフト

大型車

中型車

小型車

・大型トラック

・大型バス

・乗用車

・軽自動車
・小型のトラック

・中型

　トラック
・マイクロバス

・二輪車
　(バイク)
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■ 図面例                                        

 

 

・敷地境界から周囲 50ｍの位置に 

ラインを引いて下さい。 

・敷地境界から周囲５０ｍの区域内 

 にある学校・保育所・病院・診療 

所・図書館・特別養護老人ホーム 

・幼保連携型認定こども園には 

色をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・車路と駐車スペースは色分け等でわかるようにして下さい。 

 （車路＋駐車スペースの面積＝作業場面積となります。） 

・アイドリングストップの掲示板の位置がわかるよう図面に記入して下さい。 

学校 

病院 

学校 

マンション 住

住
住

住

住
住

工

アパート 
住

住

マンション 

工場 

住
住

住

住
住

住
住住

住

住
住

マンション 

アパート 

住

住

住 マンション 

住

住

 

駐車場 

住

50ｍ 

住

案内図 

配置図・平面図 

出
入
口

5ｍ

植
栽 車 路

駐車スペース

道路

8ｍ

アイドリングストップの看板


